
 

［３］ 所得税・個人住民税の所得控除 

種  類 内             容 軽 減 額 

所得税 

障害者控除 
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が身障手帳３級～６級及び

障害の程度が中度・軽度ならびに障害者手帳２級・３級の場合 
所得控除 27万円 

特別障害者控除 
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が身障手帳１級・２級及び

障害の程度が重度ならびに障害者手帳１級の場合 
所得控除 ４０万円 

同居特別障害者

配偶者控除 

(特別障害者控除の

40万円を含む) 

・一般 

・老人 （70歳以上） 

所得控除 １１３万円 

所得控除 １２３万円 

同居特別障害者

扶養控除 

(特別障害者控除の

40万円を含む) 

・年少扶養    （16歳未満） 

・一般扶養    （16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満） 

・特定扶養親族 （19歳以上23歳未満） 

・老人扶養    （70歳以上） 

・同居老親扶養 （70歳以上の扶養親族のうち、納税義務者又は

その配偶者の直系尊属で、納税義務者又は配

偶者のいずれかと同居を常とする場合に該当） 

所得控除 ７５万円   

所得控除 １１３万円 

所得控除 １３８万円 

所得控除 １２３万円 

所得控除 １３３万円 

 

 

小規模企業共済

等掛金控除 
障害者扶養共済制度の掛金等 

所得控除  

掛金の金額 

個人住民税 
 （市民税）  

（府民税） 

障害者控除 （所得税と同じ） 所得控除 ２６万円 

特別障害者控除 （所得税と同じ） 所得控除 ３０万円 

同居特別障害者

配偶者控除 

(特別障害者控除の

３０万円を含む) 

・一般 

・老人 （７０歳以上） 

所得控除 ８６万円 

所得控除 ９１万円 

同居特別障害者

扶養控除 

(特別障害者控除の

３０万円を含む) 

・年少扶養    （１６歳未満） 

・一般扶養    （１６歳以上１９歳未満、２３歳以上７０歳未満） 

・特定扶養親族 （１９歳以上２３歳未満） 

・老人扶養    （７０歳以上） 

・同居老親扶養 （７０歳以上の扶養親族のうち、納税義務者又は

その配偶者の直系尊属で、納税義務者又は配

偶者のいずれかと同居を常とする場合に該当） 

所得控除 ５３万円 

所得控除 ８６万円 

所得控除 ９８万円 

所得控除 ９１万円 

所得控除 ９８万円 

 

 

小規模企業共済

等掛金控除 
障害者扶養共済制度の掛金等 

所得控除  

掛金の金額 

窓 口 
所得税：門真税務署 （電話：０６-６９０９-０１８１） 

個人住民税：課税課 市民税担当 （電話：０６-６９９２-１４５６、FAX:０６-６９９４-１６９１） 

［４］ その他の税 

個人事業税 
重度の視覚障害者（失明又は両眼の視力の和が0.06以下の方）が行う、あんま・マッサ

ージ・指圧・柔道整復等の医業に類する事業 
非課税 

不動産取得

税 

 障害のある人を多数雇用する一定の事業所の事業主が、助成金の支給を受けて当該

事業所の事業用に供する家屋で一定のものを取得した場合 

税額から価格の1/10

に相当する額に税率 

を乗じて得た額を減額 

相続税 

 

障害のある人（手帳所持者）が相続又は遺贈により財産を取得した場合 

税額控除 満85歳まで

の年数×6万円（特別障

害者の場合は12万円） 

障害者扶養共済制度に基づく給付を受ける権利を相続により取得したとみなされる場合 非課税 

贈与税 
 ・特別障害者（身障手帳１級・２級及び障害の程度が重度ならびに障害者手帳１級の方）

が特別障害者扶養信託契約に基づいて贈与を受ける信託財産６,０００万円以内 

 ・障害者扶養共済制度に基づく給付金を受ける権利を贈与により取得した場合 

非課税 

窓 口 
個人事業税・不動産取得税：北河内府税事務所 （電話：０７２-８４４-１３３１、FAX：０７２-８４６-３９８８） 

相続税・贈与税：門真税務署 （電話：０６-６９０９-０１８１） 

※変更の場合や個々の事情により異なりますので、各機関に十分お確かめください。  


